
児童厚生施設及び放課後児童クラブに関する専門委員会の設置について 

 

 

令和６年３月６日  

こども家庭審議会こどもの居場所部会決定  

 

 

 

１．設置の趣旨  

 

 令和５年 12月に閣議決定した「こどもの居場所づくりに関する指針」におい

て、児童厚生施設や放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）は、既存の事

業・施設として、こどもの居場所づくりを推進する上で重要な地域資源としてい

る。この指針を踏まえ、児童厚生施設及び放課後児童クラブにおけるこどもの健

全な育成と遊び及び生活の支援に関する専門的な事項や「児童館ガイドライン」

「放課後児童クラブ運営指針」等の見直し等について調査審議を行うため、こど

も家庭審議会運営規則第６条及びこども家庭審議会こどもの居場所部会運営細

則に基づき、こども家庭審議会こどもの居場所部会の下に、「児童厚生施設及び

放課後児童クラブに関する専門委員会」を設置する。  

 

 

２．主な検討事項 

 

（１）児童厚生施設（児童館、児童遊園）の運営等に関する事項 

（２）放課後児童健全育成事業の運営等に関する事項 

（３）その他、児童厚生施設及び放課後児童クラブに関する事項 

 

 

 

 

  

第 1回児童厚生施設及び放課後児童クラブに関する専門委員会 

令和６年３月８日 
資料１ 



こども家庭審議会こどもの居場所部会  

児童厚生施設及び放課後児童クラブに関する専門委員会 

委員名簿 

 

（敬称略・五十音順） 

 

氏名 所属 

安 部  芳 絵  工学院大学教育推進機構教授         

植 木  信 一  新潟県立大学人間生活学部教授        

大 竹   智  立正大学社会福祉学部教授          

齋 藤  勇 介 
 全国児童館連絡協議会副会長 

宮城県児童館・放課後児童クラブ連絡協議会会長 

佐 藤  正 美 
特定非営利活動法人学童保育おおみや 

東小学童保育の会放課後児童支援員 

 矢 葺  芳 子  松山市こども家庭部子育て支援課課長 

 藤 本  愛 子  社会福祉法人興望館学童クラブ父母の会前会長 

 

 


